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　高齢受給者（70歳から74歳までの組合員又は被扶養者）の方の医療費に係る自己負担割合については、
平成20年４月から２割（一定以上所得者については３割）に変更されましたが、引き続き平成26年３
月31日まで特例措置が延長され、自己負担割合が１割（一定以上所得者は除く）に据え置かれます。

高齢受給者の方の医療費に係る自己負担割合の特例措置が延長されます

【特例計算の基準】
　合算した金額のうち25,000円（上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円）以上
のもの（以下「高額療養負担額」という。）が１件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高
額療養負担額以外の金額（以下「特定合算対象額」という。）が25,000円（上位所得者又はその被扶養
者に係るものにあっては、50,000円）未満の場合にあっては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計
額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に25,000円（上位所得者又はその被扶養者に係るもの
にあっては、50,000円）を加えた額を控除して得た額に相当する額が支給されます。

※　二重下線：変更箇所（変更前：21,000円）、下線部：追加箇所
※�　下線部の上位所得者又はその被扶養者に係る特例計算の基準額についても、経過措置を段階的に実
施します。（「１．基礎控除額の変更内容」の【段階的な実施】」を参照）

　　　〈算出事例�：�70歳未満�所得区分「上位」〉

　　　　　　　　医療費総額　　一部負担金　　
　　　　組合員　　 72,000円　　 21,600円（３割）　その他の一部負担金の額が50,000円未満
　　　　家　族　　550,000円　　165,000円（３割）　50,000円以上のものが１件のみ
　　　　合　計　　622,000円　　186,600円

　　　　高額療養負担額　　165,000円
　　　　特定合算対象額　　 21,600円
　　　　自己負担限度額　　151,220円　　｛150,000円＋（622,000円－500,000円）×１%｝
　　　　高 額 療 養 費　��� 35,380円　　（186,600円－151,220円）

　　　（変更前）21,000円以上のレセプトが２件のため、特例計算対象外

　　　　家族療養費附加金　　 51,200円
　　　　一部負担金　　高額療養費　　基礎控除額　　100円未満切捨
　　　　（186,600円　－　35,380円　－　100,000円）＝�51,220円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更後の基礎控除額を適用

　　　（変更後）�25,000円以上のレセプトが１件のみであり、特定合算対象額が50,000円未満であるため、
　　　　　　　 特例計算対象

　　　　家族療養費附加金　�79,600円
�
　　　　一部負担金　　高額療養費　　特定合算対象額　　基礎控除額　　100円未満切捨
　　　　186,600円　－　（35,380円���＋��　21,600円　　�＋　50,000円）　＝　79,620円




